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第４章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 

 

１．特定健康診査 

（１）実施概要  

（ア）対象者  

40歳から 74歳までの中央市国民健康保険の被保険者 

 

（イ）実施方法  

集団健診、個別健診ともに対象者に受診希望調査等を案内し、その回答（受診意向）を受

けて実施します。※標準的な健診・保健指導プログラム  

 

（ウ）実施場所  

・集団健診 

玉穂健康管理センター・豊富保健センター 

・個別健診（人間ドック） 

山梨県厚生連健康管理センター、山梨厚生病院 、石和温泉病院、甲府共立健診センター、

山梨病院健康管理センター 

 

（エ）実施期間  

・集団健診 毎年 7月～8月、11月～12月（未受診者対象）  

  ・個別健診（人間ドック）7月～2月 

 

（オ）実施項目  

■基本的な健診項目 

 ○質問票(服薬歴、喫煙歴等) ○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) 

 ○血圧測定 ○理学的検査(身体診察) ○尿検査(尿糖、尿蛋白) 

 ○血液検査 

  ・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) 

  ・血糖検査(空腹時血糖または HbA1c) 

  ・肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP 

■詳細な健診項目(医師が必要と判断した場合に実施) 

 ○心電図 ○眼底検査 ○貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値) 

 ○血清クレアチニン検査 

 

（カ）周知・案内方法  

毎年 4 月に対象者に案内・希望調査（総合健診・人間ドック）を送付します。広報紙や

ホームページにも内容等を掲載します。  
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（キ）受診方法及び健診結果の通知  

・集団健診 

4 月の希望調査で希望した者には、受診券（受診セット）が送付されるので、実施期間

内にその受診券（受診セット）を持参して受診します。  

健診の結果については、受診後日に受診結果の説明会日程を広報するので、その日時に

本人に直接伝えます。 

・個別健診（人間ドック） 

4 月の希望調査で希望した者には、受診券（受診セット）が送付されるので、各自で希

望する実施場所（医療機関）に予約して受診します。  

    受診の結果については、受診医療機関で受診者本人に直接伝えます。 

 

（ク）特定健康診査の周知方法 

・各種がん検診との連携 

40歳女性に乳がん検診の受診無料クーポン券の送付。 

健康増進法で実施しているその他の検診についても、可能な限り連携して実施します。 

・乳幼児健診時に特定健康診査の勧奨チラシを配布 

・市内小中学校児童・生徒に保護者に向けての受診勧奨チラシを配布 

・消防団・商工会に向けて受診勧奨チラシを配布 

・未受診者へ受診勧奨通知の送付  

・健診案内ポスター、のぼり旗の掲示 

・市のホームページでの健診事業の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 37 - 

 

 

２．特定保健指導 

（１）特定健康診査から特定保健指導への流れ 

 

特定健康診査                 特定保健指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法律上） 

 

特定保健指導利用券 

の出力・送付 

 

特定保健指導対象者リストの中から、特定保健指

導実施者を抽出 

 

特定保健指導の実施 

 

 

 

 

 

 

 

健康あっぷ事業 

(初回、栄養教室)     初回面接 

1 ヶ月  支援電話  （改善目標の設定） 

2 ヶ月  支援電話 

     案内通知 

3 ヶ月 採血、面接 

運動教室 

4 ヶ月  支援電話 

5 ヶ月  支援電話 

     案内通知 

6 ヶ月 採血、面接   3～6 ヶ月後の評価 

終了 

 

特定健康診査の実施 

 

階層化の実施 

（自動判定） 

 

特定健康診査の結果をもとに特定保健指導

の対象者リストを作成し、健診データ（特

定健診）とともに保険者に送付する。 

 

結果通知表には、階層化の結果だけでなく、

メタボリックシンドロームの判定（基準該

当・予備群該当など）結果を記載する。 

 

結果通知表を出力・送付 

 

特定健診の結果通知表送付時に、パンフレ

ット等を同封する。 

 

情報提供 

積極的 

支 援 

動機づけ 

支 援 
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（２）特定保健指導判定及び階層化  

判定項目 段階 特定保健指導支援レベル階層化の基準 

腹囲 ステップ 1 

男性 ≧ 85cm・・・判定(1)  

女性 ≧ 90cm  

又は、腹囲基準未満でも  

BMI ≧ 25・・・・・・判定(2)  

[BMI]体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 

①
脂
肪 

中性脂肪  

 

ステップ 2 

≧ 150mg/dl  

HDLコレステロール  ＜ 40mg/dl  

②
血
圧 

収縮期血圧 ≧ 130mmHg  

拡張期血圧 ≧ 85mmHg  

③
血
糖 

空腹時血糖 ≧ 100mg/dl  

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ Alc 

(NGSP 値) 

≧ 5.6%（血糖値が空腹時でない場合）  

④喫煙歴 
 ①脂質②血圧③血糖のリスク（基準値以上に該当）が

1 つ以上の場合に数を 1個追加する。  

判   定 

(1) ステップ 1 の腹囲が該当する場合、 ステップ 2 の①～④のリ

スクの数により、下記のとおり判定する。  

2 個以上  積極的支援  

1 個    動機づけ支援  

0 個    情報提供  

(2) ステップ 1 のＢＭＩが該当する場合、 ステップ 2の①～④の

リスクの数により、下記のとおり判定する。  

3 個以上  積極的支援  

1 又は 2個 動機づけ支援  

0 個    情報提供  

※注意事項  

・65歳以上の者は、積極的支援となった場合でも  

動機づけ支援 となる 

 

（３）実施概要  

（ア）対象者  

特定健康診査の結果により、特定保健指導の対象と判定された者  

 

（イ）実施方法  

特定保健指導実施については、市の保健師または特定保健指導事業受託機関への委託によ

り実施します。 

又は 

又は 

又は 
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（ウ）実施場所  

市内施設及び特定保健指導実施機関等  

 

（エ）実施期間  

初回面接日：毎年 8月下旬から翌年 3月（予定）  

 

（オ）実施内容  

情報提供を特定健康診査受診者全員に対して行うことと併せて、対象者に対して特定保健

指導を実施します。特定健康診査の結果を判定し、生活習慣改善の必要性に応じて、「動機

づけ支援」「積極的支援」に階層化して対象者を決定します。 

 

 支援形態 支援内容 

 

 

積

極

的 

支

援 

a.初回面接 

一人当たり 20分以上の個別支援、または一

グループ当たりおおむね 80分以上のグルー

プ支援。 

特定健康診査の結果から、対象者自らが自

分の身体に起こっている変化を理解し、生

活習慣改善の必要性を実感できるような働

きかけを行います。 

また、具体的に実践可能な行動目標を対象

者が選択できるように支援します。支援者

は目標達成のために必要な支援計画を立

て、行動が継続できるように定期的･継続的

に介入します。 

b.3カ月以上の継続支援 

個別支援、グループ支援の他、通信手段を

組み合わせて行います。 

c.3カ月経過後の評価 

面接または通信手段を利用して行います。 

動

機

づ

け 

支

援 

a.初回面接 

一人当たり 20分以上の個別支援、または一

グループ当たりおおむね 80分以上のグルー

プ支援。 

対象者自らが、自分の生活習慣の改善すべ

き点を自覚することで行動目標を設定し、

目標達成に向けた取り組みが継続できるよ

うに動機づけ支援を行います。 

b.3カ月経過後の評価 

面接または通信手段を利用して行います。 

 

（カ）周知・案内方法  

医療機関が実施する対象者には、特定健康診査受診医療機関より案内をします。市や特

定保健指導実施機関が実施する対象者には、特定健康診査結果説明会のときに保健指導の

利用を案内します。 

 

 

 

 

 


